
10
月
１
日
か
ら

水
道
料
金
が
変
わ
り
ま
す

ど
う
し
て
改
定
す
る
の
？

　

水
道
事
業
は
、
原
則
、
市
町
村
が
利
用
者
の
皆
さ
ん
か
ら
の

料
金
収
入
で
経
営
す
る
こ
と
と
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
三
島
市
は
、
一
般
家
庭
が
２
カ
月
間
40
㎥
を
使
用
し
た

場
合
、
県
内
23
市
の
中
で
最
も
安
い
水
道
料
金
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
平
成
７
年
か
ら
、
ト
イ
レ
や
洗
濯
機
な
ど
節

水
機
器
の
普
及
や
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
な

ど
に
よ
り
、
水
道
水
の

使
用
量
が
減
少
し
て
い

ま
す
。
平
成
19
年
以
降

は
22
年
を
除
き
、
供
給

単
価
（
販
売
価
格
）
が

給
水
原
価
（
製
造
原
価
）

を
下
回
る
原
価
割
れ
の

状
態
と
な
り
、
料
金
収

入
だ
け
で
は
給
水
す
る

費
用
を
賄
え
な
い
経
営

状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

コ
ス
ト
縮
減
な
ど
の
経
営
改
善
策

・
市
が
直
接
行
う
工
事
を
廃
止
、
市
内
業
者
に
よ
る
工
事
へ
移
行

・
市
の
水
道
関
連
部
署
統
合

・
民
間
委
託
の
推
進
な
ど
に
よ
る
職
員
の
削
減

・
遊
休
不
動
産
の
売
却

・
低
コ
ス
ト
の
施
工
方
法
に
よ
る
管
路
工
事
の
発
注

昭
和
23
年　
事
業
認
可

昭
和
24
年　
事
業
開
始

こ
の
間
、
給
水
区
域
の
拡
大
、
６

回
の
料
金
改
定

昭
和
57
年　
料
金
改
定
…
現
行
料

金
へ
改
定

平
成
７
年　
料
金
見
直
し
、
経
営
全

般
に
つ
い
て
審
議
…
改
定
見
送
り　

改
定
は
赤
字
が
見
込
ま
れ
る
と
き

に
行
う
べ
き
、
経
営
努
力
で
料
金

を
維
持
す
る
よ
う
答
申

平
成
19
年　
原
価
割
れ
…
供
給
単

価
が
給
水
原
価
を
下
回
る
が
、

そ
の
ほ
か
の
収
益
で
平
成
25
年

ま
で
黒
字
決
算
を
維
持

～
災
害
に
備
え
安
全
・
安
心
な
水
を
お
届
け
す
る
た
め
に
～

　

安
全
・
安
心
な
水
道
水
を
安
定
し
て
供
給
す
る
た
め
、

昭
和
57
年
以
来
、35
年
ぶ
り
に
水
道
料
金
を
改
定
し
ま
す
。

す
べ
て
の
口
径
で
一
律
34
・
28
％
の
引
き
上
げ
と
な
り
ま

す
。
こ
こ
で
は
、
改
定
に
至
っ
た
経
緯
や
、
よ
く
あ
る
ご

質
問
に
お
答
え
し
ま
す
。�

問
水
道
課
☎
９
８
３
・
２
６
５
７

老
朽
施
設
や
設
備
の
更
新
・
耐
震
化

　

現
在
の
基
幹
施
設
の
多
く
は
、
昭
和
55
年
以
前
に
集
中
的
に

建
設
さ
れ
ま
し
た
。
耐
用
年
数
を
超
え
た
水
道
管
や
、
耐
震
性

の
な
い
施
設
が
更
新
時
期
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
設
置
か
ら
40
年
以
上
経
過
し
た
市
内
の
老
朽
管
率
は

33
％
で
、
県
内
23
市
中
３
番
目
に
対
策
が
遅
れ
て
い
ま
す
。

　

現
行
の
水
道
料
金
で
は
、
水
道
事
業
を
維
持
す
る
こ
と
が
困

難
な
だ
け
で
は
な
く
、
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の
発
生
な
ど
大

規
模
災
害
に
備
え
た
耐
震
工
事
の
実
施
や
、
老
朽
管
の
更
新
を

す
る
費
用
の
確
保
は
で
き
ま
せ
ん
。

水
道
事
業
の
歩
み

ノ
35 年ぶりの改定

１㎥あたりの給水原価と供給単価

年度 給水原価
（製造原価）

供給単価
（販売価格） 差額

H23 87 円 40 銭 87 円 17 銭 △ 23 銭

H24 90 円 62 銭 87 円 12 銭 △３円 50 銭

H25 91 円 88 銭 87 円 04 銭 △４円 84 銭

H26 92 円 70 銭 86 円 97 銭 △５円 73 銭

H27 94 円 02 銭 86 円 90 銭 △７円 12 銭

◀◀◀◀◀
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新
料
金
は
ど
う
な
る
の
？

　

今
回
の
改
定
で
、
今
後
８
～
10
年
程
度
は
安
定
的
な
水
道
事

業
経
営
が
で
き
る
見
通
し
で
す
。

　

新
し
い
料
金
の
詳
細
は
、左
の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
な
お
、

下
水
道
料
金
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

水
道
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
11
万
人
の
共
有
財
産
で
す
。

安
全
・
安
心
な
水
道
水
を
供
給
し
、
い
つ
起
こ
る
か
分
か

ら
な
い
災
害
に
備
え
て
い
く
た
め
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
23
年
３
月　
東
日
本
大
震
災

…
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
に
備

え
、
一
刻
も
早
く
耐
震
化
を
進

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
が

浮
き
彫
り
に

平
成
26
年　
赤
字
決
算

平
成
27
年　
赤
字
決
算

平
成
28
年
４
月　
熊
本
地
震
…
耐

震
化
、
老
朽
管
の
更
新
が
さ
ら

に
急
が
れ
る

平
成
28
年
７
月　
平
成
28
年
第
１
回

三
島
市
水
道
事
業
審
議
会
開
催
…

料
金
改
定
に
つ
い
て
審
議
開
始

今
後
の
予
定

平
成
29
年
10
月　
料
金
改
定
…
今

回
の
改
定
、
水
道
事
業
審
議
会

は
常
設
し
開
催
し
て
い
く

平
成
29
年
度
末
ま
で
に　
水
道
事

業
の
経
営
戦
略
と
、
今
後
30
年

間
の
施
設
や
管
路
の
整
備
計
画

を
策
定

ど
う
や
っ
て
決
ま
っ
た
の
？

　

市
の
条
例
に
基
づ
き
、
市
議
会
議
員
、
学
識
経
験
者
、
利
用

者
で
構
成
さ
れ
る「
三
島
市
水
道
事
業
審
議
会
」に
、市
長
が「
水

道
料
金
の
改
定
」
に
つ
い
て
諮
問
し
ま
し
た
。
全
６
回
に
わ
た

る
審
議
を
経
て
、
平
成
28
年
12
月
21
日
に
34
・
28
％
の
引
き
上

げ
が
妥
当
と
の
答
申
を
受
け
ま
し
た
。

　

こ
の
答
申
を
も
と
に
、
市
議
会
平
成
29
年
２
月
定
例
会
で
の

審
議
を
経
て
、
料
金
改
定
が
決
定
し
ま
し
た
。

10 月１日から水道料金が変わります

我
が
家
の
新
料
金
は
い
く
ら
？

　

市
内
の
一
般
家
庭
の
お
よ
そ
９
割
が
20
㎜
口
径
の
契
約
で
、

２
カ
月
間
の
平
均
使
用
量
は
38
㎥
と
な
り
ま
す
。

34.28％

・�老朽管更新・耐震化
・�施設耐震化などの
設備投資

旧
料
金　
３
２
０
０
円

新
料
金　
４
３
０
０
円

２カ月間で 40㎥使用した
一般家庭のモデルケース

順
位 市名 料金 改定

年度
現
行 三島市 3,200 円 S57

1 沼津市 3,220 円 H22
2 富士宮市 3,546 円 H12

3 伊豆の
国市 3,951 円 H25

4 焼津市 4,146 円 H19
5 三島市 4,300 円 H29
6 浜松市 4,320 円 H19
7 静岡市 4,420 円 H20
8 富士市 4,794 円 H28
9 御殿場市 4,860 円 H23
10 伊東市 4,909 円 H16

改定後の県内 23 市の順位

私
の
世
帯
で
は

12
月
の
検
針
か
ら
、

ひ
と
月
あ
た
り
５
５
０
円
の

引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

改定後の新料金表
基本料金

※２カ月ごとの金額
従量料金

※ 20㎥を超える１㎥につき
口径 使用水量 料金 使用水量 料金
13 ～
25㎜

20㎥までの
使用含む

1,846 円 80 銭
（1,270 円） 40㎥まで 123 円 12 銭

（85 円）
30 ～
50㎜

20㎥までの
使用含む

2,905 円 20 銭
（2,000 円） 100㎥まで 138 円 24 銭

（95 円）

75㎜
以上

20㎥までの
使用含む

10,335 円 60 銭
（7,130 円）

200㎥まで 144 円 72 銭
（100 円）

200㎥以上 152 円 28 銭
（105 円）

※�改定後は税込み料金となります。（　）内は、改定前の税抜
き料金です。

※ �10 月１日以降の初回検針分（10 月または 11 月検針分）は
経過措置として旧料金が適用され、12 月検針分から新料金
となります。

（上位 10 位）
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